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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
灯
油
・
ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
高
騰
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

国
際
的
な
原
油
価
格
の
高
騰
に
伴
い
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
の
全
国
平
均
小
売
価
格
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
三
十
一

日
時
点
で
、
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
百
三
十
七
円
九
十
銭
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
灯
油
の
全
国
平
均
小
売
価
格
は
、
同
時
点

で
、
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
八
十
四
円
九
十
銭
と
な
っ
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
今
後
も
石
油
製
品
の
価
格
や
需
給
の
動
向
な
ど
を
注
視
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
に
対
処

し
、
石
油
製
品
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
等
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
う
ち
、
揮
発
油
税
、
地
方
揮
発
油
税
及
び
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、

従
前
の
暫
定
税
率
を
廃
止
し
た
上
で
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
観
点
、
国
及
び
地
方
の
財
政
の
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
、
当
分
の

間
、
そ
の
税
率
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
と
し
、
あ
わ
せ
て
、
揮
発
油
価
格
の
高
騰
時
に
当
該
税
率
水
準
に
よ
る
課
税
を
停
止

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
当
該
税

率
水
準
に
つ
い
て
「
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
」
の
導
入
に
併
せ
て
検
討
し
た
結
果
、
国
及
び
地
方
の
厳
し
い
財
政
事

一



情
や
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
観
点
も
踏
ま
え
、
引
き
続
き
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
車
体
課
税
（
自
動
車
重
量
税
、
自
動
車
取
得
税
、
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
の
課
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
自
動
車
重
量
税
に
係
る
千
六
百
五
十
六
億
円
の
減
税
を
行
う
と
と

も
に
、
「
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
「
エ
コ
カ
ー
減

税
の
期
限
到
来
時
ま
で
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
観
点
や
国
及
び
地
方
の
財
政
の
状
況
も
踏
ま
え
つ
つ
、
今
回
、
当
分
の
間

と
し
て
適
用
さ
れ
る
税
率
の
取
扱
い
を
含
め
、
簡
素
化
、
グ
リ
ー
ン
化
、
負
担
の
軽
減
等
を
行
う
方
向
で
抜
本
的
な
見
直
し

を
検
討
」
す
る
方
針
を
明
確
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
平
成
二
十
三
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十

六
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
も
、
同
様
の
方
針
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
方
針
に
の
っ
と
っ
て
、
車
体
課
税
の
抜

本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


